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徳
島
県
告
示
第
四
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
那
賀
・
海
部

川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
次
の
と
お
り
た
て
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
ス
マ
ー
ト
林
業
課
及
び
徳
島
県

南
部
総
合
県
民
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
四
十
一
号

令
和
五
年
徳
島
県
告
示
第
十
五
号
（
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
件
）
を
も
っ
て
公
表
し
た
吉
野
川
森

林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
九
号
）
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
ス
マ
ー
ト
林
業
課
、
徳
島
県
東

部
農
林
水
産
局
及
び
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
四
十
二
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
に
、
生
産
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り

登
録
し
た
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

登
録

生

産

事

業

者

生
産
事
業
の
内
容

事

業

所

番
号

氏

名

住

所

種
穂

苗

木

名

称

所
在
地

５

株
式
会
社
西
部

三
好
市
池
田
町
州
津
中
津
一
九

採
取

幼
苗
及
び
幼

三
好
市
池
田
町
州
津
中
津
一
九

１

苗
以
外
の
苗

株
式
会
社
西
部

６

代
表
取
締
役

坪
根

道
生

四
一
番
地

精
選

木
の
育
成

四
一
番
地



徳
島
県
告
示
第
四
十
三
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
す
る
区
域

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
傍
示
字
宮
太
尾
二
〇
四
の
五
〇
及
び
大
字
生
実
字
木
屋
敷
一
四
の
一



徳
島
県
告
示
第
四
十
四
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
す
る
区
域

三
好
市
西
祖
谷
山
村
坂
瀬
一
六
四
の
一



徳
島
県
告
示
第
四
十
五
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
穴
吹
町
古
宮
字
生
子
屋
敷
七
九
四
の
三
五
か
ら
七
九
四
の
三
七
ま
で
（
以
上
三
筆
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め



徳
島
県
告
示
第
四
十
六
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
一
宇
字
桑
平
六
一
九
六
の
三
七
・
六
一
九
六
の
三
八
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め



徳
島
県
告
示
第
四
十
七
号

令
和
五
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号
（
解
除
予
定
保
安
林
に
関
す
る
通
知
を
受
け
た
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一
中
「
（
国
有
林
）
」
を
「
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
四
十
八
号

令
和
五
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号
（
解
除
予
定
保
安
林
に
関
す
る
通
知
を
受
け
た
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
好
郡
東
み
よ
し
町
東
山
字
中
村
三
三
〇
の
四
、
三
三
六
の
四
、
三
三
七
の
四
、
三
三
八
の
三
、
三

四
一
の
三



徳
島
県
告
示
第
四
十
九
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
森
林
管
理
重
点
地
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
の
区
域

三
好
市
西
祖
谷
山
村
坂
瀬
一
六
四
の
一



徳
島
県
告
示
第
五
十
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
森
林
管
理
重
点
地
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
の
区
域

三
好
市
井
川
町
釜
谷
七
二
二
三
の
一
、
七
二
二
三
の
二
、
七
二
三
四
の
一
、
七
二
三
四
の
二
及
び
七

二
三
五
の
一
か
ら
七
二
三
五
の
三
ま
で



徳
島
県
告
示
第
五
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
公
告
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
者

地
域
の
名
称

住

所

氏

名

鳴
門
市
大
麻
町
大
谷
字
宮
の
元
一
番
一
及
び
二
番

鳴
門
市
大
麻
町
板
東
字
拾
八

株
式
会
社
ア
ト
リ
エ
Ｇ

一
並
び
に
三
番
一
及
び
七
番
一
の
各
一
部

七
一
番
地
二

同

撫
養
町
大
桑
島
字
蛭
子
山
一
〇
四
番
一

徳
島
市
南
田
宮
三
丁
目
三
番

中
川

英
幸

一
三
号

吉
野
川
市
鴨
島
町
飯
尾
字
藤
井
谷
一
四
八
三
番
四

吉
野
川
市
鴨
島
町
飯
尾
一
四

合
同
会
社
遍
路
イ
レ
ブ

及
び
一
四
八
四
番
一

八
四
番
地
一

ン

同

西
麻
植
字
田
渕
三
〇
番
三

同

上
下
島
八

河
野

隼
平

〇
―
一

フ
ィ
チ
ュ
ー
ル
Ｂ

河
野

菜
穂

二
〇
一

名
西
郡
石
井
町
浦
庄
字
上
浦
五
一
三
番
一

名
西
郡
石
井
町
浦
庄
字
諏
訪

岡
田
蔭

広
文

一
一
一
三
―
一
〇

板
野
郡
北
島
町
江
尻
字
川
中
須
一
七
番
一

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
本
須

川
端

正
之

一
〇
番
地
一

同

北
村
字
神
屋
敷
五
一
番
四
、
五
一

徳
島
市
住
吉
一
丁
目
三
―
五

中
村

知
穂

番
五
及
び
五
一
番
一
五

八
―
三

シ
ャ
ッ
フ
ル
タ
ウ

中
村

学

ン
一
三
号
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